
 

 

佐田地域における定額乗合交通の実証運行について 

 

令和５年１月に策定した「出雲市地域公共交通計画」に基づき、中山間地域の高齢者等

に配慮した、利便性の高い、ドアツードアの定額乗合交通の実証運行を佐田地域で行いま

す。 

 

１．佐田地域の定額乗合交通 

  自宅から佐田地域内の目的地までの間を、タクシー車両に複数の乗客が乗り合いで

利用する交通手段です。高齢者の外出を促進するため、運賃は１か月の定額料金とし、

その期間は何回でも乗車可能とします。 

 

２．実証運行の概要  

⑴期   間  令和５年９月１日～令和６年３月３１日 

⑵運行エリア  佐田地域全域 

⑶運 行 日  月曜日～金曜日（ただし１２月２９日～１月３日及び祝日は除く） 

⑷運 行 時 間  ９時～１６時３０分（※到着１６時３０分まで） 

⑸利 用 方 法  ①利用者登録をします。 

②利用日の前日１７時までに電話で予約します。 

          予約受付時間は月曜日～金曜日の８時３０分～１７時 

          利用日の前日が土日祝日の場合はその前日まで 

⑹運 行 区 間  佐田地域内に目的地を設定し、自宅から目的地までの間を運行 

⑺料 金  １か月：３，３００円 障がい者、小学生以下は半額 

同一世帯で２人目からは半額 

１ 回：  ７００円 障がい者、小学生以下は半額 

⑻そ の 他  実証運行期間中の佐田生活福祉バスは運休します。 

 

３．今後のスケジュール 

令和５年７月～   利用者登録受付開始 

９月１日  実証運行開始 

１２月中旬  実証運行の利用状況集計・分析 

            本格運行に向けての協議 
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月曜日～金曜日
※土日祝日、12/29～1/3は運休

運行日

運行範囲

料金

１か月（１日～月末）あたり 定額 3,300円/人

※障がい者・小学生以下、同じ月に同じ世帯内で利用する場合の2人目以降は半額（1,650円）

※利用のたびに支払う場合は、1乗車あたり700円（障がい者・小学生以下は半額）

佐田地域全域で、自宅付近から定められた乗降ポイントまでを運行します

佐田地域定額乗合交通のご案内
【令和5年9月1日から令和6年3月31日まで実証運行】

乗降ポイント
※乗降ポイント間の利用はできません。
※乗降できるのは、利用者の自宅と乗降ポイントのみです。

運行時間
9:00～16:30
※16:30までに自宅・乗降ポイントに到着

乗り放題

2


